
法
律
論
叢

第
六
十
入
巻

第
六
号

(
一
九
九
六

・
三
)

【資

料

】

明
治
法
律
学
校
出
身

の
代
言
人
群
像
-
至
明
治
二
六
年
1

村

上

一

博

目

次

A

代
言
人
研
究
史
と
本
稿

の
目
的

B

明
治
法
律
学
校
出
身
の
代
言
人
た
ち

A

代
言
人
研
究
史
と
本
稿

の
目
的

(
1

)

弁
護
士

(明
治
二
六
年
五
月
以
降
)

の
前
身
で
あ
る
代
言
人
が
初
め
て
合
法
化
さ
れ
た
の
は
、
明
治
五
年
八
月
の

「
司
法
職
務
定
制
」

(太
政
官
無
号
達
)
に
よ
っ
て
で
あ
る

(民
事
訴
訟
の
み
)。
し
か
し
、
代
言
人
と
し
て
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
制
限
を
設
け

な
か

っ
た
た
め
、・
い
わ
ゆ
る
公
事
師
的

「三
百
代
言
」
が
横
行
す
る
事
態
を
許
す
こ
と
と
な
っ
た
一
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な

点

が
多
い
一
。
た
だ
し
、
明
治
七
年
六
月
に
島
本
仲
道

・
寺
島
富
栄
ら
に
よ
っ
て
大
阪
北
洲
舎
が
設
立
さ
れ
て
以
降
は
、
東
京

・
大
阪
を

　9

中
心
と
し
て
各
地
に
代
言
学
舎
が
創
設
さ
れ
、
そ
の
出
身
者
ら
一
旧
来
の
公
事
師
と
は
全
く
異
質
な
も
の
一
が
代
言
業
務
に
携
わ
る
ケ
ー



ス
が
徐

々
に

浸
透

し

て

い

っ
た
も

の
と

推

測

さ
れ

る
。

「
三

百
代

言

」

の
弊

害

是

正

を
目

的

と

し

て

、
代

言

人

の
資

格

に

つ
い
て
、

検

査

に

oo1

よ

る
免

許

制

が
導

入

さ
れ

た

の
は
、

明

治
九

年

二

月

の

「
代

言

人
規

則

」

(司

法
省

甲
第

一
号

布
達

)

に
よ

っ
て

で
あ

る

(
明
治

一
三

年
五

(2
)

月
改

正
)
。

そ

の
後

、

明

治

一
三
月

七
月

に
刑

法

・
治

罪
法

が
公

布

さ

れ

(
太
政

官

第

三

六

・
三

七
号

布

告

)
、

そ

の
施

行

を
う

け

て

、
漸

く

明
治

一
五

年

一
月

か

ら
刑

事

弁

護

が

開
始

さ
れ

る

こ
と

と

な

る
。

こ
う
し
た
代
言
人
ら
の
経
歴
や
か
れ
ら
の
果
た
し
た
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
は
・
》

は
奥
平
昌
洪
著

・呆

弁
護
士
史
い3
於
あ
り
・
近

(
4
V

(
5
)

年

で
は
、
講
座

『現
代
の
弁
護
士
』
所
収
の
諸
論
稿
を
は
じ
め
、
森
長
英
三
郎

・
手
塚
豊
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
さ
ら
に

『東
京
弁

護
士
会
史
』
(
一
九
三
五
年
)
・
『大
阪
弁
護
士
会
史
稿

(上

・
下
)
』
(
一
九
三
七
年
)
を
初
め
と
す
る
各
地
弁
護
士
会
史
の
編
纂
作
業
も
継

叢

続
的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
新
た
な
資
料
発
掘
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

論

し
か
し
、
訂
由
民
権
運
動
関
係
を
除
け
ば
、
研
究
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
代
言
人
は
、
と
も
す
れ
ば
、
代
言
学
舎
、
東
京
大
学
法
学
部

(6
V

律

や
司
法
省
法
学
校
出
身
の
著
名
な
人
物
が
中
心
で
あ
る
と
の
感
は
否
定
し
が
た
い
。
東
京
大
学
法
学
部

.
司
法
省
法
学
校
出
身
の
代
言
人

(
7

V

の
ほ
と
ん
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
無
試
験
免
許
代
言
人
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
無
試
験
免
許
代
言
人
の
数
は
、
弁
護
士
法
施

行
ま
で
で

一
七
三
名

法一

(
こ

の
う

ち
、

法

学

士

は

七

〇
名

)

に
す

ぎ
ず

、
当

時

の
代

言

人

界
全

体

に
占

め

た

数

的
割

合

は
低

い
。

(8
)

こ
れ

に

対

し

て
、

明
治

一
〇

年

代
中

頃

か
ら

、

・王
要

な
代

言

人

供

給

源

と

な

る

の

が
、

諸

私

立
法

律

学

校

で
あ

り

、
な

か

で
も

、

明

治

(9
V

法
律
学
校
は
、
明
治

一
四
年

}
月
の
開
校
以
来
、
最
多

の
免
許
代
言
人
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
明
治
九
年

一
二
五
年
の
各
年
次

に
お
け
る
代
言
人
試
験
の
及
第
者
総
数
に
占
め
る
、
明
治
法
律
学
校

(在
学
生
+
卒
業
生
)
出
身
の
及
第
者
数
の
割
合
を
み
る
と
、
平
均

(10
V

4
割
弱
に
達
し
て
い
る

[図
表
A
]
。
ま
た
、
明
治
三
〇
年
末
ま
で
の
東
京
府
下
の
各
法
律
学
校
卒
業
生
の
就
職
状
況

一
覧
に
よ
っ
て
も
、

明
治
法
律
学
校
出
身
の
弁
護
士
は

一
九
〇
人
を
数
え
!
東
京
法
学
院

(現
在
の
中
央
大
学
)
が

一
四
三
人
で
こ
れ
に
続
く
一
、
総
数
四
六

五
人
中
の
約
4
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

[図
表
B
]。
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[図表A]代 言人免許取得者

およず試験及第数者
(単位;人)

代言人 無試験 代言試験 全 明治法律学

免許者数 免許者数 出願者数 及第者数 校及第者数

明治9年 174 439 193

10年 457 447 329

11年 577 244 198

12年 677 3 163 149

13年 799 1 1112 181

14年 818 2 1544 137

15年 914 5 1584 115

16年 1015 2 2091 82 55

17年 1029 2 2311 62 (15-17年)

18年 1060 1 1468 51 18

19年 1037 2 939 30 18

20年 1051 2 606 35 13

21年 1120 49 1132 41 16

22年 1075 10 1803 ※50 23

23年 1345 16 2113 132 58

24年 1233 20 1984 201 85

25年 1423 25 1906 108 37

26年 1594 33

明治15年 905 323

総 計 173 以降の総数 (35.7%)

注)※ 奥平本 では50名,司 法沿革誌では51名



102一 法 律 論 叢一

[図表B]東 京府下司法省指定法律学校卒業生

就職別一覧表(明 治30年 末現在)

就

学

校職

法

学

院

専

門

学

校(法学部)

慶

応

義

塾(大学部)

明

治

日

本

和

仏

専

修

学

校(法律科)

独

逸

協

会(専修科)

小

計

高

等

文

官

二
〇

入

七

六

四

三

一

一

五
九

高

等

武

官

二
五

七

}

二

一

一

三

二
二

入
O

判

事

・

検

事

一

三
四

三
〇

一

二

六

一

八

四
八

一

九

=
一

三
八
七

主

理

・

理

事

三

四

一

三

一

一

弁

護

士

一

四
三

二
四

一

一

九
〇

=
二

六
六

二
六

二

四
六
五

公

証

人

四

一

三

七

一

一

六

判

任

文

官

二

四
一

七
〇

一

八

四

四
九

八
四

一

七

四
九

五
九
五

代

議

士

二

二

府

県

会

議

員

七

}

O

一

〇

三

一

=
=

新
聞
記
者
及
雑
誌
記
者

一

四

二
〇

二

}

六

七

二

二

六
三

破
産
管
財
人
及
執
達
吏

入

}

七

四

三

二
三

教

育

家

七

一

四

二

三

四

五

四

三
九

銀

行
々
員

及

会

社

員

九
六

六
入

入

五
五

二
三

四
三

一

九

一

二

三
二
四

合

計

七
〇
四

二
五
三

一

四

五
一

七

一

二

七

二
六
九

九
六

一

一

五

二、

〇
九
五

備

同
上
学
校
創
立
ノ
年月

明
治
一

入
年七月

明
治
一

五

年十月

明
治
廿
三
年一月

明
治
一

四

年一月

明
治
廿
三
年九月

明
治
十
六
年

明
治
十
三
年

明
治
十
六
年

創
立
以
降
卒
業
生
ノ全員

二、

〇
三
〇

五
七
〇

一

九
一
、

五

八

五

三
七
八

六
六
五

二
五
四

一

六

四

六、

五

=
二

考

以
上
ハ

各
学
校
二

届
出
テ

タ
ル

分
ナ
レ
ト
モ

其
他
ハ

知
ル

ヲ
得
サ
ル
ニ

付
キ
数
二

人
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

出
典

"
三
島
駒
治
編

『九

大
法
律

学
校
大
勢

一
覧
」

(東
京

法
友
会
、
明
治
三

一
年
四
月
)
三
四
入
頁

ノ
四



右

の
よ

う

に
、

明

治
法

律

学

校

(明

治

大

学
)

は
、

明
治

期

の
在
野

法

曹

界

に
お

い
て
一

こ

こ

で
は

、

と

り
あ

え

ず

、

輩

出

数

だ

け
を

と

っ
て

み
て

も
1

重

要

な

位

置

に
あ

り

、

そ

の

た

め
、

『
明
治

大

学

百

年
史

』

の
編
纂

過

程

や

明
大

法

曹

会

に
お

い
て
も

、

明
治

法

律

学
校

(
11
)

(
明
治
大
学
)
出
身

の
代
言
人
の
研
究
は
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
数
の
多
さ
に
加
え
、
活
動
の
全
国
的
広
が
り

と
質
的
多
様
性
の
ゆ
え
に
、
未
だ
全
体
像
の
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
『百
年
史
』
の
編
纂
を
終
え
た
今
日
、
継
続
的
な
調
査
の
必
要
が

(
12
)

痛
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
、

一
私
学

の
歴
史
的
社
会
的
意
義
づ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
い
て
は
、

年款

在
野
法
曹
の
法
思
想
と
そ
の
実
践
活
動
を
通
し
て
日
本
近
代
法
の
確
立
過
程
を
考
察
す
る
視
角
と
も
繋
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
.

嚇

さ
て
・
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
・
て
、
明
治
法
律
学
校

(明
治
大
学
)
出
身
の
代
言
人
の
姓
名
お
よ
び
履
歴
は
、
ど
の
程
度
明
ら
か
に

至一

な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

像轡

手

㈲

.
明
法
雑
誌
、

五

号

(明
塗

九
年
錯

発
行
)
に
、
明
竺

九
年
五
月
現
在
の
校
友
代
言
。
人
轟

と
し
て
三
九
名
の
姓

舘

名

(履
歴
の
記
述
な
ど
は
な
い
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
.
㈲
宮
川
康

「明
治
法
律
学
校
卒
業
生

一
覧
表

(明
治
+
五
年
+
月
よ
り
明
治
二

躬

±

年
六
月
灘

か
ら
は
・
五

一
名
の
代
言。
人
が
確
認
で
き
る
・
留

井
常
彦

・
明
治
葎

学
校
卒
董

の
調
聾

i
・
の
論
文
は
・
田

出校

中
重
作
編

『日
本
現
今
人
名
辞
典
』
(現
今
人
名
辞
典
発
行
所
、
明
治
三
四
年
V
・
古
林
亀
治
郎
編

『実
業
家
人
名
辞
典
」
(東
京
実
業
通
信

学齢

社
刊
、
明
治
四
四
年
)
な
ど
の
人
名
録
に
依
り
な
が
ら
、
明
塗

五
年
⊥

二
七
年
ま
で
の
卒
董

に
つ
い
て
、
主
に
産
業

.
実
業
界
で
の

囎

経

歴

を

辿

っ
た

も

の
一

は
、

一
七
名

の
代

言

人

を

紹

介

し

て

い
る

。

一

こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
・
相
当
数
の
代
言
人
の
姓
名
と
・
葦

名
の
経
歴
は
明
ら
か
に
な

・
た
が
、
お
よ
そ
全
容
の
解
明
に
は
程
遠
い
と

言

わ

ね
ば

な

ら

な

い
。

そ

こ

で
、

本

稿

で

は
、

各

種

の
代

言

人

(弁

護

士

)

評
伝

集

や

司
法

官
履

歴

集

の
中

か
ら

、

明

治
法

律

学

校

出

身

(卒

業

に
至

ら

な

く

と

も

一
時
期

を

明
治

で
学

ん

だ
者

を

含

む
)

の
代

言

人

を
抜

き
出

し
、

内
容

を
要

約

し

て
簡

単

な

略

歴

を

記

し

て

み

ヨ0

(16
)

(17
∀

1

た
。

依

拠

し

た
主

な

文

献

は
、

以

下

の

一
九

冊

で
あ

る
。
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代
言
人

(弁
護
士
)
評
伝
集

①
小
林
謙
次
郎
編

『大
阪
事
件
弁
護
人
評
判
記
』
(明
治
二
〇
年

一
〇
月
、
大
阪

・
小
林
謙
次
郎
)

②
三
田
六
太
郎
著

『大
阪
組
合
代
言
人
公
評
録
』
(明
治
二
〇
年

一
〇
月
、
大
阪

・
探
穴
堂
)

③
日
下
南
山
子
編
著

『
日
本
弁
護
士
高
評
伝
』
(明
治
二
四
年
八
月
、
東
京

・
誠
協
堂
)

④
北
村
竹
次
郎
著

『近
江
代
言
人
評
判
記
』
(明
治
二
五
年

一
〇
月
、
大
津

・
天
怒
閣
)

⑤
細
川
要
三
編

『兵
庫
県
弁
護
士
列
伝
』
(明
治
二
六
年

一
〇
月
、
神
戸

・
朝
岡
錬
太
郎
)

「

客

沢
瓶
馨

・栃
木
県
弁
護
士
列
伝
』
(明
治
二
圭

一頁

東
京

・
倉
沢
瓶
城
)

叢

⑦
東
恵
雄
編

『明
治
弁
護
士
列
伝
』
(明
治
三

一
年
八
月
、
東
京

・
周
弘
社
)

論

⑧
越
山
茂
太
郎
著

『近
畿
弁
護
士
評
伝

』

(明
治
三
三
年

一
二
月
、
大
阪

・
潜
龍
舘
)

律

⑨
岩
本
磐
門

.
山
根
真
治
郎
編

『菊
あ
は
せ
一
法
曹
の
片
影
1
』
(上
)

(明
治
四
二
年

一
二
月
、
東
京

・
無
射
会
)

⑭
奥
平
昌
洪
著

『日
本
弁
護
士
史
』

(初
版

・
大
正
三
年

一
一
月
、
有
斐
閣
、
復
刻
版

・
昭
和
四
六
年
二
月
、
巖
南
堂
)

法一

⑪
浅
田
好
三
編

.
呆

弁
護
士
総
覧
・
(第

一
巻
)
(明
治
四
四
年
八
月
、
東
京
法
茜
.会
)

⑫
浅
田
好
三
編

『
日
本
弁
護
士
総
覧
』
(第
二
巻
)
(明
治
四
四
年

一
二
月
、
東
京
法
曹
会
)

⑬
浅
田
好
三
編

『
日
本
弁
護
士
総
覧
』
(合
本
)
(大
正
二
年

一
二
月
、
東
京
法
曹
会
)

⑭
浅
田
好
三
編

『日
本
弁
護
士
総
覧
』
(合
本
)
(大
正
四
年
八
月
、
東
京
法
曹
会
)

司
法
官
履
歴
集

ω

『帝
国
法
曹
大
観
』

(大
正
四
年
)

②

『帝
国
法
曹
大
観

改
訂
増
補
』
(大
正

一
一
年
)



㈹

『御
大
礼
記
念

帝
国
法
曹
大
観

改
訂
三
版
』
(昭
和
四
年
)

ω

『大
日
本
法
曹
大
観
』

(昭
和

=

年
)

㈲

『大
日
本
司
法
大
観
』

(昭
和

一
五
年
)

司
法
官
履
歴
集
は
、
大
正
四
年
以
降
の
在
職
者
に
つ
い
て
、
し
か
も
主
要
な
経
歴
を
記
載
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
代
言
人

(弁

護
士
)
評
伝
集
の
記
事
内
容
は
、
代
言
人
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
簡
単
な
素
描
に
と
ど
ま
る
も
の
か
ら
、
経
歴
や
代

言
活
動
の
詳
細
に
及

年款

ぶ
も

の
ま

で
、

種

々
雑

多

で
あ

り

、

ま

た

、
中

に

は
、

す

で
に
⑦

の
よ
う

に

.
明
治

大

学

百

年
史

・

な

ど

で
し

ば

し

ば
参

照
さ

れ

て

い
る

鵬

も
の
も
あ
る
・
と
は
い
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
含

で
は
い
わ
ゆ
る
稀
観
本
に
属
し
、
記
述
内
宴

い
か
に
簡
単
な
も
の
で
あ

・
て
も
、

至一

当
該

代

言

人

の

人

と
法

思

想

を

知

る
手

掛

か

り

を

提

供

し

て

く

れ

る

と

い
う

意

味

で
貴

重

な

資

料

で
あ

る
。

な

お
、

こ
れ

ら

の
文
献

は
、

像癬

①
⑩

⑬

を

除

い
て
、

『
日
本

法

苗
田
界

人
物

事

典

』

(全

九

巻
、

ゆ

ま

に
書

房

、

一
九

九

六

年

)

に
収

録

し

て

お

い
た

の

で
、
参

照

さ

れ

た

い
。

信

以
下
、
明
治
法
律
学
校
出
身
の
代
言
人
を
、
奥
平
昌
洪
著

.呆

弁
護
士
史
・
(
一
九

西

年
)
巻
末
の

.代
言
人
免
許
年
度

一
覧
表
・

躬

あ
る
い
は
東
京

・
大
阪
の
弁
護
士
会
史
な
ど
か
ら
代
言
免
許
取
得
年
と
取
得
地
を
1
弁
護
士
法
施
行
後
は
、
明
治
二
六
年
六
月
二
五
日
現

出校

在

の
弁
護
士
名
簿

(磯
野
新

『帝
国
弁
護
士
法
付
属
令

付

"
帝
国
弁
護
士
録
』
明
治
二
六
年
七
月
刊
)
で
一
確
認
し
、
年
代
順
に
配
列

学

嚇
し靴羅
舞

階

靴
編
一醐
簸

馨

鷲

蝶

蕪
辞
髪
筋

録
一

[

玉

名
に
す
ぎ
な
い
・
前
掲

[図
表
A
]
に
よ
れ
ば
・
代
言
試
験
及
第
者
総
数
は
三
一
三

名
鍛

え
て
い
る
が
・
そ
の
す
べ
て
が
代
一言
人

と
な

っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
。
(ア
)
免
許
は

一
年
更
新
で
、
し
か
も

一
〇
円
と
い
う
高
額
の
免
許
料
を
要
し
た
こ
と
、
(イ
)
明
治

一
入

年
以
降
は
判
事
検
事
登
用
試
験
が
開
始
さ
れ
、
代
言
試
験
に
及
第
し
た
も
の
の
、
判
事
検
事
登
用
試
験
に
も
及
第
し
た
た
め
、
代
言
免
許

051

を
取
得
せ
ず
一
あ
る
い
は
取
得
し
て
も
一
、
代
言
営
業
せ
ず
に
任
官
し
た
者
が
相
当
数
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘



6

案

ず

れ

ば

、

本

稿

で
確

認

し

え

た

の
は

、

実
際

に
代

言

業

を

営

ん

だ
者

の
約

四

～
七
割

と

い

っ
た
程

度

で

あ

ろ
う

か
。

も

っ
と

も

、

五

〇

10

名

弱

に

つ
い

て
は

、
姓

名

.
出

身

地

・
代

言
免

許

取

得

年

月

な

ど
を

知

り

え

た

に
す

ぎ
ず

、

経

歴

・
人

物
像

あ

る

い

は
代

言

活

動

な

ど

の

詳

細

は

不

明

で
あ

る
。

と
も

あ

れ

、

思

わ

ぬ
脱

漏

や

誤

解

を

犯

し

て

は

い
な

い
か

と
憬

れ

て

い
る

。

諸

賢

の
ご
教

示

を

え

て

、

今

後
、

順

次

増

補

訂

正

し

て

い
き

た

い
。

注(1
)

「
弁
護
士
法
」
は
、
明
治
二
六
年
三
月
公
布

(法
律
第
七
号
)
、
五
月

一
日
施
行
。
な
お
、
同
法

の
施
行

に
と
も
な

い
、
同
年
四
月

「
弁
護
士
名

簿
登
録
規
則
」

(
司
法
省
令
第
五
号
)
が
定

め
ら
れ
た
。

}

(・
)

明
治
九
年

.
代
言
人
規
則
L

で
・
、
免
許

・
、
各

裁
判
所

ご
・
に

一
年
限
・

で
、
免
許
料

竺

・
円

明
治

≡

年

・改
養

・・
人
規
則
L

で

叢

は
、

一
年
限
り
で
、

}
○
円

の
免
許
料

と
い
う

点
に
変
化
は
な

い
が
、
裁
判
所
の
別
を
な
く
し
、
組
合

の
創
設
と
そ
こ

へ
の
加
入

が
張
制

さ
れ
た
。

(3
)

奥
平
昌
洪
著

『日
本
弁
護
士
史
』

(初
版

・
有
斐
閣
、

}
九

一
四
年

一
一
月
、
復
刻
版

・
巖
南
堂
、

一
九
七

一
年
二
月
)。

論

(
4
)

特
に
、
古
賀
正
義

「
日
本
弁
護
士
史
の
基
本
的
問
題
-

日
本
資
本
主
義

の
発
展
過
程
と
弁
護
士
階
層
l

」

(講
座

『
現
代

の
弁
護
士
』
第
3
巻

"

古
賀
編

『弁
護
士

の
業
務

・
経
営
』
日
本
評
論
社
、

一
九
七
〇
年
)
お
よ

び
、
大
野
正
男

「
職
業
史
と
し

て
の
弁
護
士
お
よ

び
弁
護
士
団
体

の
歴

律

史
」

(講
座

『現
代
の
弁
護
士
』
第
2
巻

…
大
野
編

『
弁
護
士

の
団
体
』
日
本
評
論
社
、

一
九
七
〇
年
)
、
参
照
。

法

(
5
)

森
長
英
三
郎

『裁
判

自
由
民
権
時
代
』

(日
本
評
論
社
、

一
九
七
九
年
)
.
『新

編
史
談
裁
判
』

(全

四
巻
)

(
日
本
評
論
社
、

}
九
八
四
年
)
・

『
日
本
弁
護
士
列
伝

』
(社
会
思
想
社
、

一
九
八
四
年
)
な
ど
、
手
塚
豊

『自
由
民
権
裁
判
の
研
究
』
(上

・
中

・
下
)

(慶
応
通
信
、

一
九
入
二
一
三

年
)
な
ど
、
多
数
。
特

に
自
由
民
権
運
動
に
果
た
し
た
代
言
人
の
役
割

に
つ
い
て
は
、
色
川
大
吉

・
井
上
幸
治
氏
ら

の

一
連

の
研
究

や
、
鶴
巻
孝
雄

『
近
代
化

と
伝
統
的
民
衆
世
界

』

(東
京
大
学
出

版
会
、

一
九
九

二
年
)
を
参
照
。

(
6
)

潮
見
俊
隆
編
著

・
法

セ
ミ
増
刊

『
日
本

の
弁
護
士
』

(日
本
評
論
社
、

一
九
七
二
年
)

な
ど
。

(
7
)

無
試
験
免
許
代
言
人
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「近
代
日
本

の
在
野
法
曹
と
そ

の
評
伝
」

(『
日
本
法
曹
界
人
物
事
典
』

[全
九
巻
]
別
巻
、
ゆ
ま
に
書

房
、

一
九
九
六
年
)
四
七
頁
以
下
、
参
照
。
無
試
験
免
許
代
言
人
は
、
東
京
大
学
法
学
部
卒

の

「
法
学
士
」
だ
け
で
な
く
、
司
法
省
法
学
校
正
則
科

卒

の

「
法
律

学
士
」
、
同
速
成

(変
則
)
科
卒
業
生
、
元
司
法
省
付
属
代
言
人
、
お
よ
び

「
法
学
博
士
」

の
五
種
で
あ

る
。

(8
)

本
稿
で
は
、
検
討

の
対
象
を
も

っ
ぱ
ら
在
野
法
曹
、
し
か
も
明
治
二
六
年
以
前

の

「代
言
人
」
に
限
定
し
た
が
、
明
治
法
律
学
校
出
身

の

「
弁
護

.

士
」
お
よ
び
司
法
官

(判
事

お
よ
び
検
事
)

に

つ
い
て
も
、
別
稿

で
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
予
定

で
あ

る
。



ち
な
み
に
、
司
法
官
と
弁
護
士

の
試
験

が
統

一
さ
れ

る
の
は
、

一
九
二
三

(大
正

一
二
)
年

の
こ
と
で
あ

る
。

(9
)

明
治
大
正
期

に
お

い
て
法
曹
界
に
し

め
た
明
治
法
律
学
校
の
位
置
に

つ
い
て
、
詳
細
は

『明
治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
通
史
編
1

(
明
治
大
学
、

一
九
九
二
年
)
、
と
く
に
、

二
二

一
頁
以
下

・
三
二
三
頁
以
下

・
三
八
二
頁
以
下
お
よ
び
五
八
七
頁
以
下
を
参
照
。

ち
な
み
に
、
長
年

に
わ
た

っ
て
私
学
ト

ッ
プ

の
座
を
誇

っ
て
き
た
、
判
事
検
事
登
用
試
験
お
よ
び
弁
護
士
試
験
の
合
格
者
占
有

率
は
、
大
学
昇

格
後

の
学
内
紛
争

の
煽
り
を
被

っ
て
、

一
九
二
〇
年
頃
か
ら
、
急
速
に
低
落
し
て

い
く
こ
と
に
な
る

(福
井
淳

「
戦
前
期
明
治
大
学
に
お
け
る
学

生
対
策
1

一
九

二
〇
年
一
三
五
年
を
中
心
と
し

て
一
」

『明
治
大
学
史
紀
要
』
7
、

一
九
八
入
年
九
月
、
三
三
頁
以
下
、
参
照
)
。

年

(10
)

代
言
人
総
数
お
よ
び
合
格
者
数
は
、

こ
こ
で
は

一
応
、
司
法
省
編
纂

『
司
法
沿
革
誌
』
と
奥
平
昌
洪
著

『日
本
弁
護
士
史
」
(
=
二
七

一
一

=
二

款

七

二
頁
)
・
、
ま
・
明
治
葎

学
校

(明
治
大
学
)
在
学
生

と
年
差

の
合
格
者
数
・
、
前
掲

.
明
治
大
学
幕

史
・
第
三
巻
通
史
寧

三

二

治

三

・
三

八

五

・
五
九

二

頁
)

に
従

っ
て

お

く
。

翻

(n
)

例
え
ば
・
中
村
雄
二
郎

草

創
期
に
お
け

る
明
治
葎

学
校
」
(法
律
論
叢
別
冊

・
明
治
葎

学
校

に
お
け
る
法
学

と
法
学
教
育
二

九
六
六
年
、

射

の
ち
中
村
著

.
近
代

呆

に
お
け
る
制
度
と
思
想
』
未
来
社
、

一
九
六
七
年
、
所
収
)
、
同

.
明
治
+
年
代

に
お
け
る
代
言

人
と
明
治
法
律
学
校
・

イ群

(『
明
治
大
学
史
紀
要
』
1
、

一
九
八

一
年
)
、
渡
辺
隆
喜

「
明
治
法
律
学
校

と
自
由

民
権
運
動
」

(『同
書
』
)
、
福
井
淳

「嘆
鳴
社
と
私
立
法
律
学
校
」

訊

(・
明
治
大
学
羅

要
』
・
、

一
九
八
四
年
)
、
中
村
文
也

・
嘉
村
孝

・
明
治
法
律
学
校
創
立

の
・
ろ
L

(・
明
英

学
法
曹
会
創
立
三
+
年
誌
」
同
記

峨

念
事
業
、

一
九
九

一
年
、
所
収
)
な

ど
.

身

(
12
)

特
筆
す

べ
き
こ
と
に
、
法
政
大
学
で
は
、
大
学
史
資
料
委
員
会

(議
長

…
飯

田
泰
三
氏
)
に
よ
り
、
創
立
以
来

の
、
役
員

・
教
員
さ
ら

に
は
校
友

灘

(法
曹
に
と
ど
ま
ら
な

・
)
・

つ
・
て
の
文
献
資
料

の
収
集
を
、
全
国
規
模

で
、
精
力
的

・
続

け
…

(.
法
政
大
学
史
資
料
集
・
笙

五
集
以

下

学

「
法
政
大
学
人
物
誌
」
特
集
号
)
。

辮

(31
)

・
明
治
大
学
百
年
史
』
第

一
巻
史
料
壁

一
九
入
六
年
・

一
四

一
⊥

四
二
耳

囎

.
明
治
法
律
学
校
校
友
規
則
並
表
・

(明
治

一
五
年

≡

月
創
定
)
・
よ
れ
ば
、
、校
友
・
の
幕

要
件
は
、
①
教
則
・
定

め
る
全
科
目
を
卒
業
し
た

[

煮

お
・
び
②
塾
監
又
は
部
長

で
あ

っ
た
者

(第

一
条
∀

に
抑

え
て
、
③

二
年
以
上
本
笙

徒

の
身
分
を
有

、
、
法
律
ま
た
は
経
済
学

で
身
を
立

て
、
主
任
者

お
よ
び
常
議
員

の
決
議

を

へ
た
者

(第

二
条
)
と
さ
れ
て

い
る

(
『同
書
』

一
二
七

一

一
二
八
頁
)
。

(14
)

前
掲

・
法
律
論
叢
別
冊

『
明
治
法
律
学
校

に
お
け
る
法
学
と
法
学
教
育
』
付
録
、
二
七
一
三
入
頁
。

(15
)

『明
治
大
学
史
紀
要
』
3
、

一
九
入
三
年
、

一
一
二

一
頁
。

獅

(16
)

明
治
大
正
期

の
代
言
人
列
伝
に

つ
い
て
は
、
森
長
英
三
郎

「代
言
人

・
弁
護
士
伝
記
書
誌
」
(前
掲

『
日
本
弁
護
士
列
伝
」
)
、
お
よ
び
前
掲

・
拙

稿

「
近
代
日
本

の
在
野
法
曹
と
そ
の
評
伝
」
を
参
照
。

脚



(
17
)

な
お
、
国
会
議
員
や
著
名
人

一
般
を
扱

っ
た
評
伝
集
、
例

え
ば
、
明
治
期

に
限

っ
て
も
、
大
久
保
利
夫
編

『衆
議
院
議
員
候
補
者
列
伝

(
一
・

　10

二
)
』

(明
治
二
三
年
刊
)
、
武
部
辮
次
郎
11
山
田
悼
著

『
在
野
名
士
鑑

(
}
・
二
ご

(明
治
二
五
一
二
六
年
刊
)
、
久
保
田
高
三
編

『
百
家
高
評
伝

(
一
.
二
)
』

(明
治
二
六
～
二
七
年
刊
)
、
日
本

力
行
会
編

『
現
今

日
本
名
家
列
伝
』

(明
治
三
六
年
刊
)
な
ど
に
代
言
人
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
公
刊

さ
れ
て

い
る
法
曹
プ

ロ
パ
ー

の
評
伝
集

に
限
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

も

っ
と
も
、
奥
平
昌
洪
著

『
日
本
弁
護
士
史
』
は
、
純
粋
な
列
伝
と
は
言

い
難

い
が
、
同
書

に
は
約
八
○
名
の
代
言
人
の
小
伝
が
収
載
さ
れ
て
い

る
た
め
、
森
長
氏

に
倣

っ
て
、
列
伝

の
範
疇

に
加
え
た
。

(18
)

斉
藤
孝
治

に
つ
い
て
は
、
明
治
大
学
歴
史
編
纂
資
料
室
報
告
第
六
集

『成

立
期
明
治
大
学
関
係
者
略
伝
』
六
六
一
七
三
頁
、
お
よ
び
前
掲

『明
治

大
学
百
年
史
』
第
三
巻
通
史
編
1

・
八
入

～
八
九
頁
、
井
本
常
治
に

つ
い
て
も
、
前
掲

『
明
治
大
学
百
年
史
』
第
三
巻
通
史
編
1
・
四
二
三
頁
以
下
、

一

な

ど
参
照
.

叢論

B

明
治
法
律
学
校
出
身

の
代
言
人
た
ち

律

明
治

一
二
年
代
言
免
許

磁

-

小
島
相
場

[長
野
県
平
民
]
(校
友

於

・
埼
玉
)
尚

明
治

=
二
年

一
二
月
代
言
免
許

2

鷲

田
義

則

[
山

形
県

士

族

]

(校

友

、

於

"
東

京

)

～
㈲

明
治

一
四
年
八
月
代
言
免
許

3

山

村

治

(
次

?
)

三

郎

[
滋
賀

]

(卒

?

、
於

"
滋

賀
)

～
④



甲
賀
郡
水
口
村
生
れ

(年
月
日
不
明
)
。
明
治
法
律
学
校
に
二
年
在
学
、
帰
郷
し
て
代
言
免
許
を
取
得
し
、
大
津
下
百
石
町
に
お

い
て
代
言
事
務
所
を
開
業
す
る
。
こ
こ
年
、
甲
賀
郡
よ
り
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
た
ほ
か
、
前
後
数
回
、
大
津
代
言
人
組
合
会
長

お
よ
び
同
副
会
長
と
な
る
。
無
類
の
花
好
き
で
、
遠
州
流
の
蔽
奥
を
極
め
た
風
流
家
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

年

明
治

一
五
年

}
月
代
言
免
許

(
一
四
年
度
出
願
)

款

4

安

(阿
?
)
部

遜

[福
岡
県
士
族
]
(辛

、
於

東

京
)
ゐ

治明

5

太

(大

?
)

田

鐵

吉

[愛

知

県

士

族

]

(卒

?
、

於

…
長

野
)

～
㈲

至躯

6

桑

田
房

吉

[兵

庫

県

平

民
]

(卒

?
、

於

…
東

京
)

～
㈲

耀

7

斉
藤
孝
治

[東
京
府
平
民
]
(明
治
五

年

一
〇
月
卒

於

…
東
京
マ

紹

・
8

⑪

信

北
総
高

の
人
・
安
政
三
年
二
月
四
星

れ
・
明
治
五
年
士
族
の
食
禄
奉
還
の
令
を
受
け
て
上
京
・
鴻
儒
爵

馨

の
塾
に
学

の身

ぶ
。

一

一
年

講

法

学
舎

に
入

り

、

一
四

年

明
治

法

律
学

校

が
創

立

さ

れ

る

や
、

そ

の
塾

監

と

な

る

(
一
四

年

一
月

～

一
五

年

一
二

出轍

月
)
。
秩
父
事
件
は
じ
め
疑
獄
難
件
の
弁
護
を
担
当
し
、
「今
や
都
下
流
行
家
の

一
人
」
③

「
文
明
の
良
状
師
と
し
て
其
盛
名
噴
々
」

灘

⑦
と
評
さ
れ
る
。
列
伝
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
、
「表
通
傭
敏
に
し
て
勇
決
果
敢
」
「
侠
骨
廉
直

に
し
て
博
愛
慈
仁
」

治明

「清
節
堅
操
に
し
て
誠
忠
優
粋
」
③
、
ま
さ
に

「当
世
澆
季
の
俗
求
め
て
得
べ
か
ら
ざ
る
の

一
孤
鶴
哉
」
⑦
と
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。

「

8

村
上

純

[熊
本
県
平
民
]
(卒
?
・
於

藁

京
)
面

9

明
治

一
六

年

一
月

代

言
免

許

(
一
五

年
度

出

願

)

10

9

小

久

保

長

吉

[
埼

玉
県

平

民

]

(卒

?
、

於

…
千

葉

)

～
㈲



0

10

西
垣
正
吉

[熊
本
県
士
族
]
(卒
?
、
於

"
水
戸
)
一
㈲

11

11

平
松
福
三
郎

[三
重
県
士
族
]
(明
治

一
五
年

一
〇
月
卒
、
於

…
東
京
)
～

a
b

c
・
③

安
政
五
年
三
月
、
勢
州
桑
名
生
れ
。
藩
主
の
設
立
に
係
る
桑
名
義
塾
に
学
び
、
塾
長
と
な
る
。
明
治

=
二
年
上
京
し
、
明
治
法

律
学
校
に
入
る
。
代
言
免
許
を
得
て
、
ま
ず
沼
間
守

一
の
代
言
事
務
所
で
二
年
経
験
を
積
み
、
の
ち
独
立
。
関
与
し
た
代
表
的
事

件
は
、
山
形
県
西
置
賜
郡
十
王
村

の
秣
場
争
論

(
一
七
年
頃
)
な
ど
。
喫
鳴
社
、
改
進
党
に
所
属
。
「君
人
と
為
り
公
直
端
厳
、
其

事
を
処
す
る
や
清
廉
潔
白
、
其
物
を
断
ず
る
や
迅
速
果
敢

:
・
温
厚
篤
実
の
君
子
」
と
言
う
。

12

山
田

武

[栃
木
県
士
族
?
]
(卒
?
、
免
許

"
東
京
)
一
⑥

叢

那
須
郡
太
田
原
生
れ

(年
月
日
不
明
)。
宇
都
宮
で
代
言
を
開
業
し
、
横
行
し
て
い
た
三
百
代
言
に
よ
る
健
訟
の
弊
を
除
去
す
る

論

に
与
か
っ
た
と
言

り
。
下
野
新
聞
社
の
朝
憲
棄
乱
事
件
の
弁
護
な
ど
を
担
当
。
宇
都
宮
代
言
組
合
会
長
や
県
会
議

員

(改
進
党
)
を

律

歴
任
。

法「

明
治

=
ハ
年
七
月
代
言
免
許

13

高
橋
安
爾

[宮
城
県
平
民
]
(明
治

】
五
年

一
〇
月
卒
、
免
許

…
浦
和
)
～
㈲
ω

14

長
野
昌
秀

[新
潟
県
士
族
]
(卒
?
、
免
許

"
長
野
)
～
㈲

15

平
岡
萬
次
郎

[兵
庫
県
平
民
]
(明
治

】
六
年
三
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲
ω

16

森

忠
三

[兵
庫
県
平
民
]
(明
治

一
六
年
三
月
卒
、
免
許

"
水
戸
)
一
鶴

17

山
口

憲

[福
井
県
士
族
]
(明
治

一
五
年

一
〇
月
卒
、
免
許

鱒
東
京
)
～
㈲
㈲

・
⑦
⑩
⑫
⑬

文
久
二
年

一
〇
月
二
九
日
、
越
前
国
南
條
郡
武
生
町
生
れ
。
廃
藩
の
た
め
就
学
の
由
な
く
職
工
の
徒
弟
と
な
る
が
、
明
治

一
四



年
上
京
し
、
代
言
人
中
島
又
五
郎
に
筒
り
、
明
治
法
律
学
校
に
学
ぶ
。
全
国
最
年
少

(二
二
才
)
代
言
人
と
な
る
。

一
七
年

一
月

よ
り
新
潟
県
新
発
田
で
代
言
事
務
を
開
業
。
二
二
年

一
〇
月
、
東
京
に
帰
る
。
民
事
訴
訟
の
熟
練
家
と
し
て
称
揚
さ
れ
る

「天
下

屈
指
の
巻
髪
士
な
り
」
⑦
と
言
う
。

18

山
谷
虎
三

[岡
山
県
平
民
]

(明
治

一
五
年

一
〇
月
華
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲
㈲

19

山
脇
鋭
郎

[兵
庫
県
士
族
]
(明
治

一
五
年
率
?
、
免
許

…
大
阪
)
～
㈲

・
⑧

年ユ

安
政
三
年
八
月
、
播
州
姫
路
生
れ
.

エ
ハ
才
に
し
て
藩
命
に
依
り
、
ド
イ
ツ
学
専
攻
の
た
め
上
京
し
、
大
学
南
校
に
入
る
が
、
病

囎

を
得
て

一
旦
帰
郷
す
る
。
法
学
の
志
を
立
て
て
再
度
上
京
。
講
法
学
舎
を
経
て
、
草
創
期
の
明
治
法
律
学
校

に
学
ぶ
。

一
四
年
自

至一

由
党
創
立
に
参
加
す
る
が
、
の
ち
離
籍
し
、
憲
政
党
に
入
る
。

像燐儲

明
治

一
七
年

万

代
言
免
許

(
ニ
ハ
年
度
出
願
)

の身

20

辻
村

共

之

(11
金

入

?
)

[埼

玉
]

(卒

?
、

免

許

"
東

京

)

～
⑧

出報

安
政
六
年
四
月
、
旧
渠

矢
野
某
の
第
二
子
と
し
て
生
れ
る
.
幼
に
し
て
、
埼
玉
県
北
足
立
郡
の
大
庄
屋
辻
村
彦
入
に
養
わ
れ
、

辮

東
京
専
修
学
校
で
経
済
学
を
、
明
治
法
律
学
校

美

学
予
備
門
な
ど
で
法
学
を
学
ぶ
.
明
治

大

年

(?
)
の
代
言
試
験
に
及
第

嚇

し
、
翌
年
二
月
東
京
神
田
五
軒
町
で
代
言
を
開
業
、
の
ち
大
阪
に
移
る
。
埼
玉
県
会
議
員

・
同
議
長
な
ど
を
歴
任
。
(奥
平

「代
言

人
免
許
年
度

一
覧
表
」
の

一
入
年
度
で
名
を
確
認
で
き
な
い
。
同

一
覧
表
に
は
、

一
七
年

一
月
免
許
取
得
者
と
し
て
辻
村
金
入
の

名
が
見
え
る
。

一
応
こ
こ
で
は
同

一
人
物
と
推
定
し
た
。)

1

21

依
田
鐘
次
郎

[兵
庫
県
士
族
]

(明
治

一
五
年

一
〇
月
卒
、
免
許

…
千
葉
)
一
㈲
㈲

11



明
治

一
七
年
八
月
代
言
免
許

121

22

永
尾
作
十
郎

[長
崎
県
士
族
]
(明
治

}
五
年

一
〇
月
卒
、
免
許

…
大
阪
)
～
㈲
㈲
∵
⑤

安
政
六
年
六
月
、
長
崎
県
高
来
郡
北
諌
早
村
生
れ
。
明
治

一
二
年
に
上
京
し
、
神
田
茂
松
法
学
校
を
経
て
、
草
創
期
の
明
治
法

律
学
校
に
入
る
。
卒
業
後
、
大
阪
で
代
言
試
験
に
及
第
す
る
も
、

一
八
年
神
戸
に
転
居
し
、
二
四
年
以
来
神

戸
代
言
人
組
合
会
長

と
な
る
。

23

栗
田
裕
次
郎

[岐
阜
県
平
民
]
(卒
?
、
免
許

"
大
津
)
～
㈲

24

豊
田
鉦
三
郎

[三
重
県
士
族
]
(卒
?
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

叢

25

深
江
廣
太

[長
崎
県
士
族
]
(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲
⑥

論律

明
治

一
入
年

一
月
代
言
免
許

(
一
七
年
度
出
願
)

26

新
井
常
蔵

[埼
玉
県
平
民
]

(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲
㈲

法「

即

大
野
清
茂

[高
知
県
士
族
]
(明
治

=
ハ
年
三
月
卒

免
許

嵩

知
マ

紹

28

小
笠
原
久
吉

[長
野
県
平
民
]
(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲
㈲

・
③

信
陽
小
諸
生
れ

(年
月
日
不
明
)
。
林
和

一
と
と
も
に
小
笠
原
島
兇
徒
疑
獄
事
件
の
弁
護
に
あ
た
る
。
あ
え
て
政
治
に
関
与
せ

ず
、
波
涛
の
雄
弁
を
奮

っ
て
喝
采
を
博
す
る
よ
り
も

「精
を
尽
し
微
を
決
し
て
法
律
の
薙
奥
を
叩
き
人
事

の
変
乱
を
正
す
に
理
の

直
を
以
て
せ
ん
と
す
る
」
人
と
言
う
。

29

野
口
本
之
助

[埼
玉
県
平
民
]
(卒
?
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

30

林

民
五
郎

[群
馬
県
平
民
]

(明
治

一
七
年

一
月
卒
、
免
許

…
前
橋
)
～
㈲
㈲



明
治

一
八
年
八
月
代
言
免
許

31

佐
藤
新
蔵

[岩
手
県
平
民
]

(明
治

一
七
年

一
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
㈲
㈲

32

志
津
野
宗
方

[愛
知
な
い
し
福
岡
県
士
族
]
(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲
㈲

33

柴
田
森
作

(策
?
)
[大
分
県
士
族
]
(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

…
大
分
)
～
㈲
㈲

年

、鈎

島
田
棋
蔵

[鳥
取
県
平
民
]
(明
治

老

年
七
月
卒

免
許

・
札
幌
マ

結

紮

35

杉
崎
文
蔵

[大
分
]
(卒
?
、
免
許

…
栃
木
)
～
⑥

鵬

」

萬
延
元
年
閏
三
月
二
三
日
、
豊
後
国
替
岡
生
れ
。
生
家
は
世
々
儒
家
と
し
て
藩
校
由
学
館
の
教
官
。
明
治

=

年
九
月
大
分
県

至一

師
範
学
校
を
卒
業
し
て
小
学
訓
導
と
な
る
も
、
代
言
人
た
ら
ん
と
意
を
決
し
て
上
京
、
東
京
法
学
舎

・
明
治
法
律
学
校
な
ど
に
学

像屠

ぷ
。
代
=　口免
許
を
得
て
、
栃
木
県
栃
木
町
で
開
業
。
二
六
年
中
に
担
当
し
た
民
事
事
件
は

一
七
七
件
、
う
ち

一
七
四
件
に
勝
訴
し

儲

た
と
言
う
.

助

訪

鈴
木
作
内

[宮
城
県
士
族
]
(明
治

天

年
四
月
卒
・
免
許

東

京
)
～
溜

出報

訂

武
部
其
文

[富
山
県
平
民
]
(明
塗

七
年

一
月
卒
、
免
許

・
金
沢
マ

鶴

辮

詔

蓼
原
好
規

[高
知
県
士
族
]
(卒
?
、
免
許

・
高
知
)
ゐ

・
⑧

囎

萬
延
元
年

三

月
、
土
佐
国
生
れ
。
藩
校
に
学
び
、
明
治
七
年
に
上
京
、
共
慣
義
塾
で
英
学
を
修
め
る

(
=

年
帰
郷
).
立
志

[

社
に
加
入
し
・

亘

は
小
学
教
師
と
な
・
た
が
・

一
三
年
再
び
東
遊
し
・
茂
松
法
学
校
に
入
る
・

一
五
年

万

攻
法
学
食

次
い

で
明
治
法
律
学
校
に
学
び
、

一
入
年
帰
郷
。
代
言
免
許
を
得
て
、
高
知
市
で
開
業
。
二

一
年
四
月
奈
良
に
移

り
、
当
地
で

「第

一

流
の
地
位
を
占
む
」
。
勢
和
鉄
道
会
社
の
法
律
顧
問
、
九
州
炭
坑
会
社
の
取
締
役
な
ど
歴
任
。

131

39

弘
末
義
路

[高
知
県
士
族
]
(卒
?
、
免
許

…
高
知
)
～
㈲



40

穂

積

嘉

一

[福

島

]

(卒

?

、
免

許

"
岐
阜

)

～
④

141

福

島

生

れ

(年

月

日
不

明
)
。

明
治

法

律

学

校

に
学

び
、

「
学

識
家

」

と
称

さ

れ

る

。

大

津
組

合

代

言

人

中

、

と

り

わ

け

「
清

廉

潔

白
加

ふ

る

に
親

切
懇

情

」

で
あ

り

、

学

術
家

・
雄

弁

家

・
徳
義

家

・
義

侠

家

・
熱

心
家

と
し

て
世

評

が

高

い
と

言
う

。

41

丸

山

名

政

[
長

野
]

(卒

?
、

免

許

…
東

京

)

～
⑪

長

野

県

生

れ

(年

月

日
不

明
)
。

明

治

二

五
年

長

野

県

よ
り

、

三

六
年

東

京

市

よ

り
衆

議

院

議

員
、

同

年
東

京

市

助

役

、

三
入

年

辞

職

後

、

再

び

弁

護
士

と
な

る
。

42

宮

下

一
清

[長

野
県

平

民

]

(
明
治

一
七

年

七

月
卒

、

免

許

"
東

京

)

一
㈲

㈲

叢論

明
治

一
九
年

一
月
代
言
免
許

(
一
八
年
度
出
願
)

律

43

岩
崎
総

(惣
?
)
十
郎

[宮
城
県
士
族
]

(明
治

一
六
年
三
月
卒
、
免
許

…
仙
台
)
～
㈲
㈲

44

庄
野
弘
毅

[福
岡
県
士
族
]
(明
治

一
七
年

=

月
卒
、
免
許

…
千
葉
)
一
㈲
㈲

・
8

法

安

政

六

年

一
二
月

=

.日
、

福

岡

県
福

岡
市

伊

崎

浦

生

れ
。

明
治

一
九

年

一
月

代

言
免

許

取

得

後

、

同

年

一
二
月

に

は
、

判

事

試

補

(長

崎

始
審

裁

判

所

詰

)

と

な

る
。

代

言

活

動

な

ど

の
詳
細

は
不

明

。

45

竹

中

鶴

二
郎

[不

明
]

(卒

?
、

免

許

"
大

阪

)

～
①

・
明
治

法
律

学
校

に
学

び
、

会

社

法

の
編

著

が
あ

る

。

自

由
党

大

阪

事

件

で
は

、

弁
護

人

の

一
人

と

し

て
参

加
し

、

そ

の
弁

論

は

「
真
率

直

前

偏

二
其

熱

心

ノ
情

ノ
溢

ル

・
」

も
.の
と
評

さ

れ

る

が
、

欠
席

が
ち

で
あ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

46

細

江

守
均

[三

重

県

士

族

]

(明

治

一
八

年

四
月

卒

、

免

許

"
東

京

)

一
㈲

㈲



明
治

一
九
年
七
月
代
言
免
許

47

井
本
常
治

[熊
本
県
士
族
]

(明
治

一
九
年
五
月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
留

・
⑩
⑬
⑭

慶
応
元
年

一
一
月
二
七
日
、
八
代
藩
士
の
子
に
生
れ
る
。
明
治

一
七
年
、
明
治
法
律
学
校
に
入
り
、
在
学
中
の
成
績
は
群
を
抜

き
、
各
科
満
点
で
卒
業
。
明
大
を
代
表
す
る
偉
才
。
漢
学
の
素
養
に
も
富
み

「
天
資
温
厚
に
し
て
而
も
其
人
格
の
崇
高
な
る
こ
と

年

中
央
法
曲目
界
で
稀
に
見
る
処
」
⑬
⑭
と
評
さ
れ
る
。
「
日
本
弁
護
士
協
会
録
事
」
の
編
集
を
幹
し
、
号
は

「鷹

洲
」
⑩
。

款

娼

木
下
増
蔵

[鳥
取
]
(明
塗

七
年
七
月
卒
、
免
許

藁

京
)
尚

・
②

ム
ロ晩

文
久
二
年
二
月
四
日
、
鳥
取
県
人
頭
郡
河
原
町
生
れ
。
明
治
一三

年
五
月
か
ら
、
判
事

(高
知
地
裁
管
内
中
村
区
裁
判
所
)
と

至躯

な
る
ω
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

て燐

49

久
保
田
與
四
郎

[長
野
]
(明
治

一
九
年
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲

・
③

儒

文
久
三
年

百

、
握

国
小
縣
郡
生
れ
.

=
ハ
才
に
し
て
長
野
師
華

校
を
畢
て
小
学
贅

と
な
る
.

茜

年

百

辞
し
て
、
翌

の身

年
慶
応
義
塾
に
入
る
が
、
二
年
に
し
て
帰
郷
。
の
ち
再
度
上
京
し
て
明
治
法
律
学
校
に
学
び
㍉
代
言
免
許
を
得
て
、
二
〇
年

一
月

出轍

東
京
で
開
業
.
英
船
ノ
ル
マ
・
上

号
事
件
の
名
誉
回
復
訴
訟
に
お
い
て
歴

。代
=・口入
と
な
る
.
改
進
党
に
所
属
し
、
二
二
年
二

輪

月
長
野
県
会
議
員
、
の
ち
衆
議
院
議
員
.
信
濃
倶
楽
部
を
創
立
し
て
辻
新
次
ら
と
共
に
創
立
以
来
の
幹
事
を
勤
め
る
.

驕一

明
治
二
。
年

万

代
言
免
許

(
一
九
年
度
出
願
)

50

伊

藤

真

英

[三

重

]

(
明
治

一
二

年

六

月
卒

、

免

許

…
東

京

)

一
㈲

5

51

糸

永

昊

[熊

本

]

(
明
治

一
九

年

五

月
卒

、

免

許

"
東

京

)

一
㈲

11

52

小

野

覧

[
山
梨

]

(
明
治

二

〇

年

一
二
月

卒

、

免

許

"
東

京
)

一
㈲
∵

ω



安
政
六
年
六
月
、
山
梨
県
中
巨
摩
郡
西
野
村
生
れ
コ
代
言
免
許
を
え
た
後
に
、
卒
業

(文
献
ω

に
よ
れ
ば
明
治
二

一
年

一
月
)

161

し
て
い
る
。
弁
護
士
法
施
行
後
も
弁
護
士
登
録
し
た
が
、
二
七
年
三
月
か
ら
は
、
判
事

(弘
前
区
裁
判
所
)

と
な
る
。
代
言
活
動

な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

53

橋
本
好
正

[東
京
]
(明
治

一
七
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲

54

名
和
浅
吉

[岐
阜
]
(明
治
二
〇
年

一
〇
月
華
、
免
許

"
東
京
)
～
ω

・

55

松
本
織
五
郎

[愛
媛
]

(明
治
二

一
年
率
?
、
免
許

"
東
京
)
～
⑧

文
久
三
年
八
月
、
伊
豫
国
三
津
浜
生
れ
。
藩
儒
宮
原
圭
氏
に
学
ぶ
。
明
治
九
年
大
阪
に
出
て
師
範
学
校
に
入
り
、

一
一
年
卒
業

叢

後
は
小
学
教
員
と
な

っ
た
が
、

一
八
年
上
京
し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。

}
九
年
の
代
言
試
験
に
お
い
て
全
国
最
優
等
で
及
第
。

論

二

一
年
春
卒
業
し
、
神
戸
で
代
言
業
を
開
く
。
三
百
代
言
の
悪
弊
の
矯
正
に
尽
く
し
た
と
言
う
。
支
那
人
梁
恵
之
阿
片
吸
食
事
件

・

律

神
戸
税
関
監
吏
事
件

.
ド
イ
ツ
郵
船
ラ
イ
ン
ゴ
ル
ド
号
事
件
な
ど
を
担
当
。
三
二
年
五
月
神
戸
弁
護
士
組
合
会
長
。

56

吉
田
恒
吉

(11
長
敬
)
[大
阪
府
士
族
]
(明
治

一
入
年
四
月
卒
、
免
許

…
大
阪
)
～
㈲
∵
①
②
⑧

法一

慶
応
三
年

袈

国
大
聖
寺
城
下
生
れ
.
京
都
で
、
草
場
船
山
に
漢
学
を
学
び
、

一
六
才
に
し
て
東
上
、
明
治
葎

学
校
に
入

る
。
代
言
免
許
を
得
、
大
阪
西
区
京
町
堀
通
に
お
い
て
開
業
。
自
由
党
大
阪
事
件
で
は
、
大
阪
代
言
組
合
中
最
年
少
な
が
ら
も
、
天

野
政
立
の
弁
護
を
担
当
。
本
来
は
海
上
事
件
を
得
意
と
し
た
。
二
七
年
四
月
、
判
事
に
任
じ
ら
れ
、
徳
島
地
裁
判
事
に
補
せ
ら
れ

た
が
赴
任
せ
ず
、
代
言
業
を
続
け
た
と
言
う
⑧
。
二
六
年
大
阪
弁
護
士
会
長
、
日
本
海
運
業
同
盟
会
理
事
な
ど
歴
任
。

明

治

二

〇
年

一

一
月

代

言

免

許

「

57

石

田
仁

太

郎

[
熊

本
]

(明

治

二

〇
年

一
〇

月

卒

、

免

許

"
東

京

)

～
ω

・
⑥



熊
本
生
れ

(年
月
日
不
明
)
。
済
々
醤
に
学
び
、
明
治

一
八
年
上
京
し
て
、
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二

一
年

(?
)
代
言
試
験

に
及
第
し
、
翌
二
二
年
八
月
、
宇
都
宮
で
代
言
業
を
開
く
。
刑
事
で
は
幾
多
の
冤
柾
嫌
疑
事
件
を
、
民
事
で
は
桑
島
の
冒
認
地
取

戻
事
件

・
日
光
ホ
テ
ル
訴
訟
な
ど
の
弁
護
に
当
た
る
。

58

岡
本
直
熊

[鹿
児
島
]
(明
治
二
〇
年

一
二
月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
ω

59

木
内
傳
之
助

[長
野
]
(明
治
二
〇
年

一
二
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
ω

年款

慶
応
三
年

(月
日
不
明
)
生
れ
。
長
野
師
範
か
ら
明
治
法
律
学
校
に
学
ぶ
。
東
京
弁
護
士
会
副
会
長
。

囎

6・

工
藤
誠
意

[青
森
]
(明
治

大

年

三

月
卒
、
免
許

藁

京
)
高

運

飢

小
竹
禄

(録
?
)
之
助

[東
京
]
(明
治
三
二
年
卒

免
許

彙

京
)
心

・
③

像屠

文
久
二
年
七
月
、
東
京
浅
草
下
平
右
衛
門
町
生
れ
.

西

年
泰
東
法
律
学
校
、

一
五
年
穆

学
校
に
転
学

(
毛

年
率
).

一
九

儲

年
明
治
法
律
学
校
に
入
り
、
代
言
免
許
を
得
て
、
三

年
.百

に
は
東
京
か
ら
浜
松
代
言
組
合
に
移
る
.
県
下
の
銀
行
会
社
は
概

躬

ね
彼
に
訴
訟
を
依
嘱
、
ま
た
顧
問
に
招
聰
し
、
二

一
年
市
町
村
制
や
二
三
年
旧
民
商
法
に
つ
い
て
各
地
で
講
錘
、
ま
た
浜
松

・
見

　

　

　

織

付

.
蝶

.
曳
髪

ど
の
銀
行
ム
瓜
社
に
お
い
て
、
法
律
嚢

を
行
な
.
た
と
言
弓
馬

呆

形
染
㈱
取
穫

,
本
楽
器
製
造
墜

皿

辮

査
役
、
浜
松
盲
学
校
長
な
ど
歴
任
.

囎

62

長
谷
川
常
太
郎

[山
形
]
(明
治
二
〇
皇

○
月
卒

免
許

"
東
京
)
心

一

硲

町
井
鐵
之
介

三

重
]
(明
治
二
。
年

δ

月
卒

免
許

藁

京
)
心

.
豊

元
治
元
年

一
月
二

一
日
、
伊
賀
上
野
生
れ
。
町
井
台
水

(義
道
、
の
ち
治
)
の
家
塾
に
入
り
、
漢
学
を
修
め
る
。
本
姓
は
小
島
、

町
井
家
の
養
嗣
子
と
な
る
。
明
治

一
六
年

=

月
上
京
し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
る
②
「悪
き
勧
解
も
美
し
き
裁
判
に
優
る
」
⑩
を

171

信

条

に
、

民

事

を

得
意

と
し

た
。



8

64

安
井

(一
吉
川
)
弥
生
三

[兵
庫
]
(明
治

}
入
年

一
二
月
卒
、
免
許

"
大
阪
)
～
㈲

.
11

65

利
光
鶴
松

[大
分
]
(明
治

一
七
年
率
、
免
許

"
東
京
)
一
ω

文
久
三
年

一
二
月
、
大
分
生
れ
。
岡
山
市
東
塾
に
学
び
、
明
治

一
四
年
上
京
、

一
六
年
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
代
言
葉
の
か

た
わ
ら
、
東
京
市
会
議
員

・
衆
議
院
議
員

(自
由
党
)
と
な
る
。
四
三
年
鬼
怒
川
水
力
電
気
を
創
業
。
ま
た
、
大
正

一
二
年
小
田

原
急
行
鉄
道
、
つ
い
で
東
京
山
手
電
鉄

・
渋
谷
急
行
電
鉄

(
の
ち
合
併
し
て
帝
都
電
鉄
)
を
創
設
し
て
、
社
長
と
な
る
。
東
京
近

郊
の
私
鉄
を
代
表
的
経
営
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
。

叢

明
治
二

一
年
七
月
代
言
免
許

論

66

池
原
勝
三
郎

[愛
知
]
(明
治
三

年
六
月
卒

免
許

…
東
京
)
～
㈲

律

67

入

江

武

一
郎

[
岡

山

]

(明

治

二

一
年

六
月

卒

、

免

許

…
東

京

)

一
㈲

法

68

宮
下
定
太

(次
?
)
郎

[長
野
]
(明
治
二
〇
年

一
二
月
卒
、
免
許

藁

京
)
商

明
治
二
三
年

一
月
代
言
免
許

(二
二
年
度
出
願
)

69

加
賀
美

明

[山
梨
]

(明
治
二
三
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
1
2
3

明
治
二
年
六
月
二
二
日
、
山
梨
県
南
都
留
郡
明
見
村
生
れ
。
二
二
年

一
〇
月
代
言
試
験
及
第
、
三
二
年

一
二
月
か
ら
判
事

(浜

松
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

70

三
島
亀
四
郎

[広
島
]
(明
治
二
二
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
⑧

慶
応
三
年
九
月
三
日
、
広
島
県
備
後
生
れ
。
儒
者
五
弓
久
文
に
経
史
を
学
び
、

一
九
才
に
し
て
東
上
し
明
治
法
律
学
校
に
学
ぶ
。



代
言
免
許
後
、
宮
城
潜
窟
の
代
言
事
務
所
に
入
る
。
二
六
年
大
阪
に
移
る
。
最
も
著
名
な
受
任
事
件
は
、
二
九
年
山
梨
県
人
辻
嘉

一
郎
外

の
強
盗
殺
人
事
件
。
他
で
は
、
特
に
、
,米
穀

・
株
式
取
引
事
件
に
妙
腕
を
揮

っ
た
と
言
う
。

71

米
田

實

[奈
良
]
(明
治
二

一
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

文
久
三
年
生
れ
。
奈
良
市
会
議
員
。

年ユ

明
治
二
三
年

三

月
代
言
免
許

治

一

明

72

青
木

洵

[千
葉
]

(明
治
二
二
年

=

一月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
a

至射

明
治
元
年
九
月
二

一
日
、
千
葉
県
長
狭
郡
太
梅
大
夫
崎
生
れ
。
文
献
ω
②
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
二
な
い
し
二
四
年

一
二
月
代
言

イ燐

試
験
及
第
と
あ
る
が
、
奥
平

.
一
覧
表
・
の
、
二
三
年

三

月
免
許
取
得
者
中
に
名
が
見
出
さ
れ
る
.
二
七
年
三
月
か
ら
、
判
事

縮

(甲
府
区
裁
判
所
)
と
な
る
.
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
.

の

一

身

73

阿
部

(一
高
後
)
荘
吉

[山
形
]
(明
治
二
〇
年

一
二
月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
①

出轍

徊

内
田
司
馬
彦

[熊
本
]
(明
治
二
二
年

三

月
卒

免
許

"
東
京
)
i

2
3

辮

明
治
三
年

百

二
〇
日
、
架

県
山
本
郡
山
本
村
生
れ
.
二
七
年
四
月
か
ら
、
検
事

(佐
賀
区
裁
判
所
)
と
な
る
.
代
言
活
動

治明

な

ど

の
詳

細

は
不

明
。

一

器

江
間
俊

=

静
岡
]
(明
治
二
二
年
卒

免
許

彙

京
)
～
麗

静

岡

生

れ

(年

月

日
不

明

)
。

「
状

貌
魁

偉

に
し

て
豪

傑

の
資

あ

」

る

「
弁
護

士

界

第

一
流

の
人
物

」

で
あ

り

、

「
第

二

の
星

亨

」

9

と
称

せ
ら

れ

た

と

い
う

。

東

京

市

会
議

長

・
衆

議

院
議

員
な

ど
歴

任

。

ーユ

　

76

小

川

浩

行

[鹿

児
島

]

(
明
治

二

一
年

六

月
卒

、
免

許

"
東

京

)

～
㊥

・
⑦



0

慶

応

二

年

五
月

、
広
島

県
広

島

市

生

れ
。

父

は
広
島

藩

の
御
徒

組
。

明
治

一

一
年

二

月

、
旧
藩

主

設

立

の
浅

野

学

校

に
学

ぶ
。

一

12叢

四
年
六
月
広
島
県
庁
筆
生
と
な
る
が
、
法
律
学
を
志
し
、
以
後
広
島
で
代
言
人
岡
崎
仁
太
郎

・
つ
い
で
河
端
守
綱
の
食
客
、

}
七

年
末
に
東
上
し
て
山
中
道
正
の
食
客
と
な
る
。

】
九
年

】
月
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
学
僕
、
講
義
筆
記
な
ど
勤
め
つ
つ
無
難
辛

苦
を
嘗
め

つ
つ
苦
学
。
代
言
免
許
を
得
、
二
四
年
六
月
広
島

へ
帰
る
。

77

櫛
橋
友
次
郎

[滋
賀
]
(明
治
二
二
年
七
月
卒
、
免
許

…
京
都
)
～
ω

慶
応
元
年

一
一
月
五
日
、
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
生
れ
。
明
治
二
三
年

一
一
月
ω

代
言
試
験
及
第
。
三
二
年

】
一
月
か
ら
、
判

事

(金
沢
地
方
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

78

高
瀬
包
三

[徳
島
]
(明
治
二

一
年
六
な
い
し
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
㈲
∵
ω
②

論

萬
延
元
年
九
月
六
日
、
徳
島
県
徳
島
市
住
吉
島
村
生
れ
。
明
治
二
七
年
五
月
か
ら
、
判
事

(大
河
原
区
裁
判
所
)
と
な
る
・
代

律

言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

79

藤
田
銀
太
郎

[愛
知
]
(明
治
二
〇
年

一
二
年
卒
、
免
許

…
名
古
屋
)
～
切

法

一

「

8。

堀
口
貞
文

↑

文
五
郎
)
[群
馬
]
(明
治
二
二
年
七
月
卒

免
許

彙

山尽
マ

8

文
久
二
年
三
月
四
日
、
群
馬
県
新
田
郡
宝
泉
村
生
れ
。
明
治
二
三
年

一
一
月
ω

代
言
免
許
、
二
七
年

=

月
か
ら
判
事

(山
形

区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

明
治
二
五
年

一
月
代
言
免
許

(二
四
年
度
出
願
)

81

浅
野
豊
太
郎

[新
潟
]
(明
治
二
二
年
九
月
卒
、
免
許

"
高
田
)
～
1
2
3

明
治
二
年
九
月
二
五
日
、
新
潟
県
中
頚
城
郡
大
崎
村
生
れ
。
明
治
三

一
年

一
〇
月
か
ら
、
検
事

(青
森
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代



言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

82

秋
山
信
太
郎

[山
梨
]

(明
治
二
一二
年
率
、
免
許

"
東
京
)
～
⑥

山
梨
生
れ

(年
月
日
不
明
)。
明
治
法
律
学
校
を
了
へ
、
代
言
免
許
を
取
得
後
、
直
ち
に
宇
都
宮
で
開
業
。
弁
舌
が
巧
み
で
、
刑

事
弁
護
を
多
く
担
当
し
た
ら
し
い
。

83

安
藤
兼
吉

[岐
阜
]
(明
治
二
二
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

・
⑦
⑪

年款

慶
応
二
年
、
岐
阜
県
海
津
郡
海
西
村
生
れ
.
素
封
家
佐
久
間
国
三
郎
の
次
男
.
安
藤
家
の
養
嗣
子
と
な
り
、

一
八
年
、

一
九
才

囎

に
し
て
中
学
卒
業
後
直
ち
に
東
上
し
、
慶
応
義
塾
な
ど
に
学
ぶ
。
二

一
才
に
し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
り
、
特
別
認
可
生
と
な
る
。

イ

二
二
年

三

月
⑦

三

三
毒

)
卒
業
・
二
四
年
・
判
検
事
蔭

お
よ
び
代
言
試
験
と
も
に
及
第
し
た
が
、
代
言
人
と
な
る
.

一

稼屠

腹
も
就
官
せ
ず
、
「斯
界
の
老
将
軍
」
⑪
と
評
さ
れ
る
。
東
京
市
会
議
員

.
市
会
参
事
会
員

.
区
会
議
員
な
ど
歴
任
。

儒

別

石
川
甚
作

[栃
木
]
(明
治
三

年
卒
、
免
許

彙

京
)
心

・
⑪

躰

文
久
三
年
五
月
、
栃
木
生
れ
。
そ
の
性
格
は

「
愼
沈
に
し
て
大
度
あ
り
」
蕩
々
か
つ
綿
密
で
、
民
事
事
件
に
お
い
て
成
功
。
政

　校

界
で
は
東
京
市
会
議
員
、
実
業
界
で
は
東
京
湾
汽
船

・
日
本
電
線

・
富
士
石
油
な
ど
各
社
の
取
締
役
監
査
役
を
歴
任
。

学齢

%

大
濱

隆

(⊥

房
太
郎
?
)
[京
都
]
(明
治
≡

一葦

七
月
卒
、
免
許

彙

京
マ

8

驕

明
治
元
年

吾

吾

、
京
都
府
天
田
郡
福
知
山
町
生
れ
。
明
治
二
六
年
五
月
弁
護
士
登
録
を
経
て
、
三

一
年

一
〇
月
判
事

(和

一

歌

山
区

裁

判

所

)

と

な

る
・

代

言

活

動

な

ど

の
詳

細

は
不

明
・

86

岡
本

宏

[
京

都
]

(卒

?

、
免

許

…
東

京

)

～
.⑦

⑫

⑬
⑭

ハマ

ど

明
治
二
年
三
月
、
京
都
府
丹
後
国
与
謝
郡
宮
津
町
生
れ
。
生
家
は
世
々
、
本
荘
家
の
藩
臣
。
二

一
年
京
都

に
出
て
京
都
法
学
校

211

に
学
ぶ
が
、
同
校
の
不
整
備
を
覚
り
、

一
二
月
に
東
上
し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二
三
才
に
し
て
代
言
試
験
に
及
第
、
二
五



2

年

四

月
⑦

よ
り

代

言

人

と

な

る
。

民
事

専

門

で
、
着

実

.
真
摯

な

「
模
範

的

状

師
」

「
在

野
法

曹

界

一
方

[非

協

会

派

の
こ

と
]

の

12

重
鎮
と
し
て
令
名
噴

々
」
⑫
⑬
⑭
な
り
と
言
う
。

87

小
倉
要
吉

[千
葉
]
(明
治
二
三
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

慶
応
二
年
五
月
生
れ
。
横
浜
株
式
米
穀
取
引
所
理
事
。

88

柏
木

(一
野
口
?
)
五
百
.次
郎

[三
重
]
(明
治
二
三
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
～
1
2
3

明
治
元
年
九
月
九
日
、
三
重
県
津
市
大
字
西
新
町
生
れ
。
明
治
二
六
年
五
月
弁
護
士
登
録
を
経
て
、
二
八
年
三
月
判
事

(高
山

一

区
裁
判
所
判
事
)
と
な
る
・
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
・

叢

89

國
崎

清

[宮
崎
]

(明
治
二
二
年

一
二
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
ω
②

論

元
治
元
年
四
月
六
日
、
宮
崎
県
北
諸
縣
郡
部
城
町
生
れ
。
文
献
ω
②
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
四
年

一
二
月
代
言
試
験
及
第

●
代
言

律

免
許
と
あ
る
が
、
奥
平

「
一
覧
表
」
の
二
五
年

一
月
代
言
免
許
取
得
者
中
に
名
が
見
出
さ
れ
る
。
三

一
年
三
月
か
ら
、
判
事

(甲

府
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

法一

9。

佐
藤
鐵
六

[埼
玉
]
(明
治
二
二
年
九
月
卒

免
許

・
東
京
マ

8

明
治
二
年

=

月
二
七
日
、
埼
玉
県
大
里
郡
熊
谷
町
生
れ
。
明
治
二
四
年

一
〇
月
ω

代
言
試
験
及
第
、
三
三
年
二
月
か
ら
判
事

(秋
田
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明

91

菅
藤
伊
蔵

[福
島
]
(明
治
二
三
年
七
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
ω
②

慶
庵
三
年
九
月

一
〇
日
、
福
島
県
信
夫
郡
笹
谷
村
生
れ
。
明
治
三
五
年
六
月
か
ら
判
事

(盛
岡
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活

動
な
ど
の
詳
細
は
不
明
。

92

關

脩
輔

[長
野
]
(明
治
二
二
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
ω

・
⑦



明
治
元
年
九
月
、
長
野
県
北
佐
久
郡
小
諸
町
生
れ
。
家
は
累
々
葉
商
質
業
で
あ

っ
た
が
、
小
学
卒
後
、
篠
原

一
斎

・
角
田
勝
威

・

中
山
真
邦
の
家
塾
に
学
ぶ
。
明
治
二
〇
年
二
月
東
上
し
、
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二
二
年
九
月
卒
業
後
は
、
代
言
人
法
学
士
渋

,
谷
樋
爾
に
就

い
て
法
律
事
務
を
実
習
。
代
言
免
許
を
得
て
、
し
ば
ら
く
は
小
笠
原
久
吉
と
合
同
し
て
代
言
営
業
す
る
が
、
数
年
後

に
独
立
。

93

田
原
嘉
十
郎

(11
竹
内
國
敏
)
[大
分
]
(明
治
二
四
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
ω

・
⑧

牛飲

明
治
二
年
八
月
、
豊
前
宇
佐
郡
四
日
市
生
れ
.
生
家
は
世
々
豪
農
.
豊
前
の
斯
文
義
塾

.
同
国
入
津
の
嚢

企
。
に
学
ぶ
.
東
上
し

囎

て
明
治
法
律
学
校
に
入
り
、
特
別
認
可
生
と
な
り
、
二
四
年
最
優
等
で
卒
業
.
二
五
窪

月
代
言
免
許
を
得

て
、
大
井
憲
太
郎
の

至一

代
言
事
務
所

(東
京
)
に
入
る
。
七
月
大
阪
に
移
る
。
二
八
年
よ
り
、
姓
名
を
竹
内
國
敏
と
改
め
る
。
「
少
壮
弁
護
士
中
の
白
眉
」

像僻

と
評
さ
れ
る
.

雌

%

田
村
弥
吉

↑

四
郎
作
?
)
[長
崎
]

(明
治
二
三
年
七
月
卒

免
許

・
東
京
)
幽

躰

慶
応
元
年
三
月
七
日
、
長
崎
県
南
高
来
郡
島
原
町
生
れ
。
明
治
二
四
年

=

月
代
言
試
験
及
第
、
代
言
免
許
取
得
後
、
二
十
六

出校

年
五
月
弁
護
士
名
簿
登
録

(長
崎
)
を
経
て
、
大
正

一
〇
年
五
月
か
ら
判
事

(鹿
児
島
地
方
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な
ど

学齢

の
詳
細
は
不
明
.

囎

95

戸
田
槌

(卓
?
)
爾

[栃
木
]

(明
治
二
一二
年
卒
、
免
許

…
浦
和
)
一
⑥

一

旧
宇
警

務
家
老
戸
田
香
園
の
長
子
と
し
て
生
れ
る

(年
月
日
不
明
)
・
尊
墨

で
漢
学
を
修
め
・
栃
木
県
立
中
学
に
進
む
が
・

中
退
し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
代
言
免
許
を
得
て
、
埼
玉
県
浦
和
町
で
開
業
、
二
六
年
宇
都
宮
に
戻
る
。
平
等
に
人
に
接
し

「当
世
平
民
流
の
好
弁
護
士
と
し
て
評
判
高
き
」
と
言
う
。

231

96

長
谷
川
吉
次

[岐
阜
]
(明
治
二
三
年
率
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲



慶
応
二
年
二
月
入
日
生
れ
。
東
京
市

(府
)
会
議
員
、
王
子
電
動
取
締
役
。

241

97

平
井
恒
之
助

[神
奈
川
]

(明
治
二
二
年
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
㈲

・
⑦

慶
応
三
年
二
月
三
日
、
相
州
小
田
原
生
れ
。
静
岡
の
名
和
謙
次
に
漢
学
を
、
明
治

一
七
年
横
浜
英
和
学
校
で
英
学
を
学
ぶ
。

つ

い
で
、
二
〇
年
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二
二
年
、
卒
業
後
改
進
党
に
入
り
信
越
奥
羽
各
地
を
巡
遊
、
二
三
年
秋
の
代
言
試
験
に

及
第
し
、
二
四
年
ω

よ
り
代
言
人
と
な
る
。
二
五
年
横
浜
築
港
工
事
に
絡
む
セ
メ
ン
ト
購
入
疑
惑
で
、
築
港
局
長
た
る
神
奈
川
県

知
事
内
海
忠
勝
を
相
手
に
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
二
七
年
、
三
二
才
に
し
て
東
京
弁
護
士
会
常
議
員
と
な
る
。

98

福
原
義
三
太

[熊
本
]
(明
治
二

一
年
六
月
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
㈲

叢

99

前
澤
由
次
郎

[長
野
]
(明
治

】
七
年
卒
、
免
許

H
東
京
)
一
ω

論

安
政
二
年
九
月
二
九
日
静
岡
生
れ
。
明
治

=
二
年
頃
上
京
。
代
言
業
務
は
長
野
県
飯
田
で
開
業
し
、
明
治
末
年
に
長
野
県
弁
護

律

士
会
副
会
長
と
な
る
。
三
〇
年
に
伊
那
銀
行
を
設
立
、
三
五
年
に
は
専
務
取
締
役
兼
頭
取
に
就
任
す
る
。

㎜

望
月
長
夫

[滋
賀
]
(卒
?
、
免
許

鱒
東
京
)
～
④

法

滋
賀
県
甲
賀
郡
三
雲
村
生
れ

(年
月
日
不
明
)
。
学
務
課
長
の
抜
擢
に
よ
り
滋
賀
県
師
範
学
校
に
入
学
す
る
が
、
家
政
上
の
都
A
口

で
中
途
に
し
て
や
む
な
く
帰
郷
。
し
か
し
、
東
上
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
明
治
法
律
学
校
に
学
び
、
卒
業
ω
。
東
京
で
代
言
免
許
を

得
て
帰
郷
し
、
大
津
白
玉
町
で
開
業
す
る
。

期

吉
井
盤
太
郎

[岡
山
]
(明
治

一
五
年

一
〇
月
華
、
免
許

…
東
京
)
～
㈲

皿

吉
田
萬
亀
之
助

[岩
手
]

(明
治
二
〇
年

一
〇
月
卒
、
免
許

…
栃
木
)
一
ω

鵬

廣
江

(瀬
?
)
幸
吉

[新
潟
]
(明
治
二
二
年
卒
せ
ず
、
免
許

"
東
京
)
～
ω

・
⑦

慶
応
元
年
、
新
潟
県
三
島
郡
大
島
村
生
れ
。
明
治

一
五
年
二
月
明
治
義
塾
に
入
り
、

一
八
年
七
月
に
卒
業
す
る
が
、
さ
ら
に
二



至明治二六年

○
年
三
月
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二
四
年

一
二
月
の
代
言
人
試
験
に
及
第
。
し
ば
し
ば
疑
獄
事
件
を
担
当
。
人
物
は

「清
廉
高

潔
に
し
て
博
愛
慈
仁
深
く
浮
華
軽
桃
の
風
を
戒
む
」
と
言
う
。
新
潟
弁
護
士
組
合
常
議
員
。

脳

和
田
啓
蔵

[大
阪
]

(明
治
二
三
年
七
月
卒
、
免
許

…
東
京
)
～
8

明
治
二
年
五
月
二
五
日
、
大
阪
府
堺
市
少
林
寺
町
生
れ
。
三
二
年
五
月
か
ら
判
事

(高
岡
区
裁
判
所
)
と
な
る
。
代
言
活
動
な

・

ど
の
詳
細
は
不
明
。

明

明
治
二
六
年

一
月
代
言
免
許

(二
五
年
度
出
願
)

髪

鵬

慈

惟
熈

[新
潟
]
(明
治
二
三
年

一
〇
月
卒
、
免
許

彙

京
マ

8

イ屠

文
久
元
年

一
月
七
日
、
新
潟
県
刈
羽
郡
南

(北
?
)
條
村
生
れ
。
明
治
二
六
年
二
月
の

代
畠　口免
許
、
三
〇
年

=

月
か
ら
判
事

儲

(秋
田
区
裁
判
所
)
と
な
る
.
代
言
活
動
な
ど
の
詳
細
は
不
明

躬

。6

伊
嚢

壽

[福
島
]

(明
治
二
三
年
七
月
卒
・
免
許

彙

京
)
ゐ

出

1

報

明
治
元
年

百

=

・
、
福
島
県
安
達
郡
二
本
松
町
生
れ
.
明
治
二
六
年
二
月
ω

代
二。.免
許
.
明
治
二
六
年
五
月
の
弁
護
士
登

辮

録
も
東
京
で
あ
る
が
、
二
九
年
東
京
弁
護
士
会
を
退
会
し
て
い
る

(.東
京
弁
護
士
会
史
・)
.
三
六
年
三
月
福
島
弁
護
士
会
副
会

船

長
、
四
四
年
九
月
同
会
長
、
三
六
年
九
月
福
島
県
会
議
員
な
ど
歴
任
。
大
正

一
四
年
五
月
に
弁
護
士
名
簿
の
登
録
を
取
消
し
て
、
公

一

証
人
と
な
り
・
昭
和
六
年
か
ら
・
福
島
地
署

内
公
証
人
会
ム護

を
勤
め
た
・

07

乾

吉
治
郎

[大
阪
]
(明
治
二
二
な
い
し
二
一二
年
率
、
免
許

"
大
阪
)
～
㈲

・
⑧

ユ

5

慶
応
三
年

一
二
月
二
三
日
、
河
内
国
中
河
内
郡
大
江
村
生
れ
。
明
治

一
五
年
大
阪
中
学
に
入
る
が
、

一
八
年
退
学
。
翌
年
東
上

　-

し
て
明
治
法
律
学
校
に
入
学
、
特
別
認
可
生
と
な
り
、
二
三
年
七
月
卒
業
。
同
年
九
月
司
法
省
司
法
事
務
見
習

(判
任
待
遇
)
で



6

大
阪
地
裁
詰
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
在
職
僅
か
ニ
ケ
月
で
辞
任
す
る
。
代
言
免
許
を
得
て
、
二
六
年

一
月
大
阪
で
開
業
。
受
任
事
件

　1

の
中
で
、
・雑
誌
二
六
世
紀
発
行
禁
止
事
件
が
著
名
で
あ
る
。

㎜

押
山
長
吉

[栃
木
]

(明
治
二
五
年
率
、
免
許

"
東
京
)
～
⑥
⑦

明
治
四
年
の
、
栃
木
県
下
都
賀
郡
吹
上
村
生
れ
。
明
治

一
九
年
、
東
都
に
出
て
、
小
舟
小
永
井
に
漢
学
を
、
東
京
英
語
学
校
で

英
学
を
、
明
治
普
通
学
校
で
普
通
学
を
学
ぶ
。
次
い
で
明
治
法
律
学
校
の
特
別
認
可
生
と
な
り
、
二
五
年
八
月
卒
業
。
二
六
年
二

月
ω
代
言
免
許
を
得
て
、
四
月
栃
木
町
で
開
業
す
る
。
「謹
直
と
義
侠
と
に
依
り
依
頼
人
非
常
に
多
」
⑥
⑦
し
と
言
う
。
三
五
年
入

「

月
二
合

か
ら
は
・
福
岡
弁
護
ま

委

員
と
な
る

(・福
岡
県
弁
護
士
会
史
』
上
巻
・
平
亟

一年
)・

叢

m

小
島
重
太
郎

[東
京
]
(明
治
二
一二
年
卒
、
免
許

"
東
京
)
一
⑪

論

東
京
向
島
寺
島
村
生
れ

(年
月
日
不
明
)。
小
学
教
員
を
辞
し
、
因
幡
藩
老
儒
佐
善
元
立
に
漢
籍
、
次
い
で
文
学
博
士
島
田
重
禮

律

の
門
に
入
る
。
そ
の
後
、
明
治
法
律
学
校
に
学
び
、
二
三
年
卒
業
。
代
言
免
許
を
得
て
、
岸
本
辰
雄
の
事
務
所
で
訴
訟
事
務
を
執
る
。

m

開
口
吾

一
郎

[栃
木
]
(卒
?
、
免
許

"
宇
都
宮
)
～
⑥
⑬
⑭

法一

藻

県
安
蘇
郡
氷
室
村
生
れ

(年
月
呆

明
)
.
和
仏
法
律
学
校

.
東
京
法
学
院

.
明
治
葎

学
校
、
東
京
専
門
学
校
研
究
科
に

学
ぶ
。
代
言
免
許
を
得
る
や
、
直
ち
に
宇
都
宮
で
開
業
。
明
治
二
八
年
県
会
議
員
、
次
い
で
参
事
会
貝
と
な
る
。
改
進
党
に
所
属

し
、
田
中
正
造
の
選
挙
応
援
に
も
尽
力
し
た
よ
う
で
あ
る
⑥
。

m

中
野
福
三
郎

[島
根
]

(明
治
一
二

年
六
月
卒
、
免
許

"
静
岡
)
～
㈲

明
治
元
年
六
月
島
根
県
石
見
国
安
濃
郡
太
田
村
生
れ
。
明
治

一
九
年
明
治
法
律
学
校
に
入
り
、
二
三
年
ω
卒
業
後
、
静
岡
市
の

千
阪
公
証
人
役
場
で
法
律
事
務
に
携
わ
る
。
二
九
年
静
岡
地
裁
検
事
、
の
ち
和
歌
山
地
裁
に
転
じ
た
が
、
三
三
年
再
び
静
岡
に
戻

り
、
弁
護
士
事
務
を
執
る
。
四
三
年
よ
り
市
会
議
員

(中
尾
栄
次
郎
著

『静
岡
県
紳
士
録
』
大
正
五
年
、
静
岡
栄

一
刊
)
。



論

文
㈲

に
よ

れ

ば
、
中

野

は

、
明

治

二
四

年
現

在

代

言

人

と
あ

る

が
、
当

時

は
ま

だ
代

言

免

許

を
取

得

し

て

い
な

い
。
ま

た
、
右

の

『
静

岡

県
紳

士

録

』

に
よ

れ

ば

、

明
治

二
六

年

静

岡

地

裁

で
行

な

わ

れ

た
第

一
回
弁

護

士

試

験

に

お

け

る

唯

一
の
及

第

者

で
あ

る

と
言

う

が

、
奥

平

「
一
覧

表

」

で
は
、

明
治

二
六

年

一
月

の
代

言

免

許

取

得
者

(静

岡

)

と

し

て

中

野
福

太

郎

(福

三

郎

の
誤

植

)

の
名

が

見

え

る
。

こ

こ

で
は

、

一
応
、

奥

平

「
一
覧

表
」

に
依

っ
て
お

く

。

年

並

堀

確
太
郎

[埼
玉
]
(明
治
二
五
年
七
月
卒

免
許

浦

和
)
-
⑦

.
8

款

明
治
元
年
三
月

天

日
、
埼
玉
県
大
里
郡
吉
見
村
生
れ
.
累
代
肇

.
同
郷
の
富
豪
で
前
貴
族
院
議
員
の
根
岸
武
夫・
の
援
助
を

囎

得
て
、
明
治
二
二
年
九
月
明
治
法
律
学
校
に
入
る
。
二
五
年
七
月
卒
業
、
同
年

一
二
月
代
言
試
験
に
及
第
す
る
。
二
六
年
二
月
代

至髪

言口
免
許
ω
②
。
「頗
る
健
訟
の
風
を
厭
い
成
る
べ
き
司
直

の
裁
定
を
仰
が
ざ
る
こ
と
を
主
と
し
て
解
訟
を
謀
れ
り
」
⑦
と
言
口う
。
ニ

イ僻

六
年
五
月
弁
護
士
名
簿
登
録
を
経
て
、
三
二
年

一
一
月
か
ら
判
事

(宇
都
宮
区
裁
判
所
)
と
な
る
。

儒の身

補
注

出轍

・

油
井
守
郎

[宮
城
]

(明
治

老

年
七
月
卒
)
尚

灘

論
文

㈲
に
よ
れ
ば
、
明
治
三

舞

在
代
言
人
と
あ
る
.
し
か
し
、
奥
平

.
一
覧
表
・
で
代
言
免
許
取
得
年
を
確
認
し
え
な
い
.

囎

弁
護
士
法
施
行
後
の
明
治
二
六
年
六
月
二
五
日
現
在
の
弁
護
士
名
簿
に
は
、
高
知
弁
護
士
会
員
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

(磯
野

一

新

.
前
掲

・帝
国
弁
護
ま

付
辱

付

替

国
弁
護
士
録
』
)
か
ら
・
油
井
は
・
弁
護
ま

施
行
後
に
弁
護
士
登
録
し
た
考

で

あ

る
。

7

2

臨
皿
入

太
輔

[長

野

]

(
明
治

一
入

年
率

)

一
㈲

・
⑭

12

文
久

元

年

六

月

生

れ
。

論

文
㈲

に
よ

れ

ば

、
判

事

(
川
越

)

を

経

て
弁

護

士

と

あ

る
。

代

言

免
許

は
、

明

治

二
三

年

一
二

月

に



8

東
京
で
取
得
し
て
い
る
が
、
後
掲
の
内
藤
毎
輔
や
岩
佐
斎
言
と
同
様
に
、
判
事
検
事
登
用
試
験
に
も
及
第
し

た
た
め
、
代
言
営
業

12議

せ
ず
に
、
司
法
官
試
補
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か

(文
献
⑭
に
は
、
履
歴

の
記
述
を
欠
い
て
い
る
)。
弁
護
士
法
施
行
後
の
弁
護
士

名
簿

(明
治
二
六
年
)
に
は
、
東
京
弁
護
士
会
員
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

3

関
田
嘉
七
郎

[栃
木
]
(明
治

一
八
年
卒
)
～
㈲

論
文

ω
に
よ
れ
ば
、
慶
応
三
年
生
れ
、
明
治

一
入
年
明
治
法
律
学
校
卒
業
。
そ
の
後
、
足
利
瓦
斯
株
式
会
社
社
長

・
足
利
織
物

組
合
組
合
長

.
県
会
議
員

・
衆
議
院
議
員
な
ど
を
歴
任
し
た
弁
護
士
と
あ
る
が
、
奥
平

「
一
覧
表
」
で
代
言
免
許
取
得
年
を
確
認

で
き
ず
、
ま
た
前
掲

…
明
治
二
六
年
六
月
現
在
の
弁
護
士
名
簿
で
も
名
を
見
出
し
え
な
い
。

4

落
合
清
三
郎

[埼
玉
]
(明
治
二
〇
年
四
月
卒
)
～
②

論

文
献
ω
に
よ
れ
ば
、
文
久
三
年
七
月

=
二
日
、
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
村
君
村
生
れ
。
明
治
二
三
年

一
月
代
言
人
試
験
合
格
、
二
六

律

年
五
月
弁
護
士
名
簿
登
録

(東
京
)
と
あ
る
。
奥
平

「
一
覧
表
」
で
は
代
言
免
許
取
得
年
を
確
認
し
え
な
い
。
二
七
年
四
月
か
ら

は
判
事

(盤
井
区
裁
判
所
)
と
な
る
。

法「

・

佐
藤
浩
三
郎

[山
形
]
(明
治
三

年
六
月
卒
)
心

論
文

㈲
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
四
年
現
在
代
言
人

(京
橋
区
鎗
屋
町

一
三
番
地
宮
城
代
言
事
務
所
)、
二
七
年
現
在
弁
護
士
と
あ

る
が
、
奥
平

』

覧
表
」
で
確
認
で
き
な
い
。
前
掲
の
明
治
二
六
年
六
月
現
在
の
弁
護
士
名
簿
、
あ
る
い
は
同
年
七
月

一
五
日
現

在
の
東
京
弁
護
士
会
員
名
簿

(安
達
元
之
助
編
著

『東
京
弁
護
士
会
史
』
東
京
弁
護
士
会
事
務
所
、

一
九
三
五
年
、
七
人

一
一
六

頁
)
で
も
浩
三
郎
の
名
を
見
出
し
え
な
い
。

6

磯
田
粂
三
郎

[奈
良
]
(明
治
二
一二
年
七
月
卒
)
～
⑧

文
献
⑧
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
年
五
月
、
大
和
国
吉
野
郡
吉
野
村
生
れ
。
生
家
は
米
田
氏
、
幼
に
し
て
磯
田
家
に
養
わ
れ
る
。
二



年款

二
六
年
以
降
に
弁
護
士
登
録
し
た
と
推
測
し
て
よ
い
で
あ
ろ
免

脱

7

内
藤
舞

[山
。
]

(明
治
二
三
年
七
月
卒
)
～
ω

至一

明
治
二
四
年

一
〇
月
の
代
言
人
試
験
に
及
第
し
、
翌
二
五
年

一
月
に
代
言
免
許
を
取
得
し
た
が
代
言
営
業
は
し
て
い
な
い
。
代
言

像傑

人
試
験
と
同
時
に
、
二
四
年

=

月
の
判
事
検
妻

用
談

に
も
及
第
」

司
法
官
試
補

(大
分
区
裁
判
所
詰
)
と
な
・
て
い
る
.

信

8

牧
野
裏

=

新
潟
]

(明
治
二
三
年
九
月
卒
)
ゐ

②

躰

文
献
8

に
よ
れ
ば
・
慶
磨
三
年
七

(九
?
)
月

天

(
一
九
?
)
日
・
新
潟
県
南
佐
渡
郡
相
川
町
生
れ
・
明
治
二
=
一年

二

月

出綴

代
　口免
許
、
二
六
年
五
月
弁
護
士
名
饗

録

(東
京
)
と
あ
る
が
、
奥
平

.
一
覧
表
・
で
は
代
言口免
許
取
得
年
を
確
認
し
え
な
い
.

灘

三

一
年

三

月
か
ら
は
判
事

(洲
本
区
裁
判
所
)
と
な
る
.

脱

9

佐

々
木
栄
治

[山
・
]

(明
治
二
四
年
七
月
卒
マ

ω

一

文
献
ω
に
よ
れ
ば
・
明
治
元
年
九
月

天

日
・
山
。
県
士
。敷
郡
矢
原
朝
田
村
生
れ
・
明
治
二
四
年

三

月
代
言
議

及
第
三

129

○
才
で
東
上
し
、
明
治
法
律
学
校
に
学
ぶ
。
二
三
年
七
月
に
卒
業
し
た
の
ち
、
二
四
年
の
代
言
試
験
に
及
第
し
、
二
五
年

一
月
よ

り
奈
良
地
裁
所
属

の
登
録
を
受
け
た
と
言
う
。
し
か
し
、
奥
平

「
一
覧
表
」
で
確
認
し
え
な
い
。
前
掲

"
明
治
二
六
年
六
月
現
在

の
弁
護
士
名
簿
で
も
、
奈
良
弁
護
士
会
員
と
し
て
、
磯
田
和
蔵

(粂
三
郎

の
養
父
)
と
磯
田
復
蔵

(和
蔵
の
弟
)
の
名
が
見
出
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
四
五
年
七
月
三
〇
日
現
在
の
弁
護
士
名
簿
に
は
奈
良
弁
護
士
会
員
と
し
て
、
磯
田
復
蔵
と
と
も
に
磯
田
粂
三

郎
の
名
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
粂
三
郎
が
二
五
年
代
言
免
許
を
取
得
し
た
と
い
う
文
献
⑧

の
記
述
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
明
治

六
年
五
月
弁
護
士
名
簿
登
録
と
あ
る
が
、
奥
平

「
一
覧
表
」
で
は
代
言
免
許
取
得
年
を
確
認
し
え
な

い
。
二
人
年
四
月
か
ら
は
判

事

(尾
道
区
裁
判
所
)
と
な
る

10

芥
川
辰
次
郎

[三
重
]
(明
治
二
五
年
卒
)
～
㈲



論
文
㈲
に
よ
れ
ば
、
慶
応
二
年
生
れ
。
高
崎
弁
護
士
会
長
一
高
崎
市
教
育
会
副
会
長
、
高
崎
板
紙
、
高
崎
新
聞

・
雑
誌
株
式
会

301

.

社
監
査
役
を
歴
任
し
た
弁
護
士
と
あ
る
が
、
奥
平

「
一
覧
表
」
で
代
言
免
許
取
得
年
を
確
認
で
き
な
い
。
芥
川
順
治
と
い
う
名
が
、

明
治
二
五
年

一
月
免
許
取
得
者
中

(於

…
東
京
)
に
見
出
さ
れ
る
が
、
辰
次
郎
と
同

一
人
物
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

11

岩
佐
斎
言

[
?
]
(卒
?
)

明
治

一
八
年
八
月
に
代
言
免
許
を
取
得

(於

"
東
京
)
し
て
い
る
が
、
同
年
同
月
に
実
施
さ
れ
た
第

一
回
判
事
登
用
試
験
に
も

合
格

(三
名
中
の

一
人
)
し
た
た
め
、
代
言
営
業
す
る
こ
と
な
く
、
広
島
始
審
裁
判
所
詰
御
用
掛
と
な
り
、

一
年
後
判
事
補
と
な

つ

一

た
・
二
二
年
死
去
・

叢論律法


